
 

教職実践開発専攻は、学校教育に関する理念及び応用を教授し、高度の専門性が求められる教職を担うための

学識及び実践力、応用力を培うことを理念としています。そして、学部における専門教育又は教職経験の基礎の

上に、確かな教育観と幅広い視野を持ち、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能

力を培い、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校等の高度の専門的な能力及び優れた資

質を有する教員養成のための教育を行うことを目的とします。 

☆修学期間（標準修業年限：２年間） 詳細は募集要項をご参照ください。 

□教職実践高度化コース、教科領域指導力高度化コース： 

 現職教員等の方は、やむを得ない事情等がある場合、「短期履修制度」の申請・審査を経て修学期間を１

年間に短縮することも可能です。条件や必要書類等の詳細は末尾の連絡先にお問い合わせください。 

□特別支援教育コース： 

 現職教員等の方も含めて、２年間の修学になります。「短期履修制度」は利用できません。 

□大学院就学休業制度、大学院設置基準第 14 条、長期履修制度などを利用した進学・履修も可能です。 

□教員免許状未取得者については、希望する教員免許状１種の取得に必要な単位を学部で履修する必要か

ら長期在学制度が設けられています。 
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教職実践開発専攻（教職大学院）の概要 

（１）特徴 

① 宮崎県及び宮崎市の教育行政機関と連携して、教職として

の高度の実践力・応用力を備え、地域に根ざす学校づくり

の有力な一員となり得る新人教員、及び教職としての高度

の実践力・応用力を備え、地域や学校における指導的役割

を果たし得る教員に必要不可欠な確かな教育理論と優れ

た実践力・応用力を備えたスクールリーダーの養成を行い

ます。現職の教員については大学院設置基準第 14 条の履

修制度を利用した修学も可能です（一部の必修科目は通常

の平日昼間の時間帯に受講する場合あり）。また、大学卒

業後常勤３年以上の社会人経験を有するものの、教員免許

状を取得していない人にも、教職としての高度の実践力・

応用力を備えた新人教員への道を開いています。 

② 授業は、教育に関する理論と実践の融合を視野に入れて、

専任の研究者教員（12名）、実務家教員（６名）、及び学部

との兼担教員（47 名）の協働によって進められます。 

③ 各コースとも、研究者教員と実務家教員の協働による授業科目を設定するとともに、現職の教員、大学

卒業見込み・卒業者等及び社会人経験者の学修歴に配慮した内容や学習方法を準備しています。 

④ 修了者には、専門職学位「教職修士（専門職）」が授与されます。また、各校種の専修免許状が取得でき

ます。 

（２）各コースの特色 

【教職実践高度化コース】 

教職実践高度化コースは、「教育行政・学校経営分野」、「生

徒指導・教育相談分野」、「教育課程・授業研究分野」という

３つの分野から学生自身がどの分野を中核として学ぶかを

選択し、学生それぞれの学習歴・実務歴に合った学びのプロ

セス構築が可能になっています。各分野に関する教育理論

を学修するとともに、学校現場での事例分析等、理論を活用

した具体的な実践の意義づけとそれを踏まえた実践プランの再構築といった、理論と実践の往還を可能と

する自立的・共同的な成長する教員としての資質・能力の修得を目指した科目を取り入れています。 

「教育行政・学校経営分野」 

教育行政・学校経営分野では、教育法規を学び公教育の法律主義を理解したうえで、学校・学級経

営、教育評価、地域連携、研修プログラム開発を学びます。将来の指導主事やスクールリーダーを養

成します。理論と実践の往還の実践として、教育委員会定例会や小規模特認校への実地見学だけでな

く、危機管理能力力向上のために、さす又や記者会見の実技演習も実施しております。課題研究では、

「教員の働き方改革」や「ルーブリック評価」、「地域教育経営計画」や「研修プログラム開発」に取

り組み、積極的に学会発表と学会誌への投稿に取り組んできました。 

また、教育行政・学校経営分野には管理職養成を担う科目を設定しており、基本的には宮崎県教育

委員会派遣の現職管理職教員（教頭職等）に合わせた内容となっていますが、現職教員のキャリア形

成として、履修相談によって教諭による履修の可能性も開いています。 



「生徒指導・教育相談分野」 

生徒指導・教育相談分野では、SST や構成的グループエンカウンターなどの技法を用い、レジリエン

ス教育、スクールワイド PBS の実践などの場で、発達支援的・課題予防的生徒指導を軸に企画・実践

する力量を養います。また、QUやアセス、代表的な知能検査、各種行動評価等のアセスメントの実施

や結果に基づいて、指導や支援を行うための知見と技量を高めます。また、教育支援教室、児童自立

支援施設、鑑別所等の学外の施設に赴いて学びを拡げています。さらに、教育相談における傾聴技法

や通常の学級に在籍する発達障害の特性をもつ児童・生徒の理解、ケースフォーミュレーションやカ

ンファレンスなどで、支援を計画・実践するための知見と技量を高めます。この分野のカリキュラム

は、学校心理士（一般社団法人学校心理士認定運営機構）の資格取得に合致した構成になっています。 

課題研究は、「抑うつ予防プログラム」と「社会的問題解決」が「レジリエンス教育」へ、また、「生

徒指導上の教職スキル」が「スクールワイド PBS」へと融合・進化しながら行われてきました。 

安心して授業やその他の活動に取り組める環境を自ら作れるよう児童・生徒を導き、人生の中で経

験する様々な問題事態に対して知恵と社会性を駆使して乗り越えていく力量形成を目指します。時代

に即した課題に対して、主に心理学的な実践や調査の研究技法を用いて科学的な視野での研究に取り

組んでいます。 

「教育課程・授業研究分野」 
教育課程・授業研究分野では、学習集団づくりを含めた授業実践力を育成するために、授業づくり

や授業分析の手法を学び、授業の相互検討や議論を通して、自分自身の授業実践を省察する力を育成

します。また、熟練教師の授業視察・検討を通して、学校現場のさまざまな状況や子どもの実態に応

じた指導の手立てや授業のあり方を学習します。 

教育課程に関しては、カリキュラム・マネジメントについて、講義とフィールドワークを通して理

論的・実践的に学習します。また、学校の全教育活動に関わる道徳教育、特別活動、情報メディア教

育についても、具体的な実践や実践事例を通して理論的に学習します。これらの学習を通して、教育

課程と授業・学級経営との関連性・相互性についての知見を深めます。 

 

【教科領域指導力高度化コース】 

教科領域指導力高度化コースは、コース必修・選択科目

と「教育実習科目」との連動によって、より児童生徒の実

態を踏まえた授業実践・分析・評価・改善といった実地的

な学修が可能です。指導力の改善・検証のみならず、学校

現場をフィールドとした実地的・実践的な学びを通した

教科領域の教育に関する指導力の高度化が可能な設定に

なっています。 

教育内容の分析、教材開発、授業計画の作成と実践後の

省察等、すべての教科授業の基礎となる高度な実践的思

考力の形成を図るため、教科横断型３科目６単位のコー

ス必修科目を設定しています。また、各学生が得意とする

教科領域における、より専門性の高い教育内容開発のた

めに、言語教育系・理数教育系・社会認識教育系・芸術教

育系・スポーツ／生活科学教育系の５領域において多様

なコース選択科目を設置しています。 

 



【特別支援教育コース】 

特別支援教育コースは、「特別支援学校教員の専門的指

導力の向上」を目指して、「医療、福祉等の外部専門家と

連携しながら、医学や科学技術の進歩に対応した指導法

や指導技術の習得、研究を推進する」ことが可能となるよ

うな授業科目、実習科目でカリキュラムが設計されてい

ます。具体的には、児童生徒の実態把握に不可欠なアセス

メント技法や特別支援学校の教育課程を編成し、教育目

標に即して各授業を構成・展開する力を実践的に習得で

きるように、アクティブラーニングを積極的に取り入れ

た授業構成となっています。また、「障害のある子どもの事例研究法」等での学びを課題研究に応用するこ

とで、理論や根拠に基づく高度の教育実践や実践研究の力量形成を図ります。「特別支援教育コーディネー

ター論」等では、地域の医療・福祉・労働などとの「多職種連携」について理解を深め、校内支援体制の

構築やセンター的機能の充実に資する力量も形成していきます。 

なお、指定科目の単位修得により特別支援学校教諭専修免許状だけでなく、「特別支援教育士」（一般社

団法人特別支援教育士資格認定協会）の資格取得に必要な講義ポイント全 30 ポイントのうち 16 ポイント

を取得することが可能です。また、「コーディネーター実習」を履修して修了した現職教員は、宮崎県教育

委員会主催の「上級特別支援教育コーディネーター養成研修」の受講認定も可能です。 

☆出願資格 （※詳細は募集要項をご参照ください。） 
令和８年４月１日の時点で宮崎大学学務規則の入学資格を満たす見込みがある人で、以下の①～③のいずれかに該当する人。 

① 教育職員免許法による幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭もしくは特別支援学校教諭の１種教員免許状を有する人、

または令和８年３月末日までに取得見込みの人で初等教育、中等教育または特別支援教育に関する基礎的・基本的資質を身

につけ、教職に対する強い意欲をもち、教職としての高度の実践力・応用力の修得を目指している人 

② 教育職員免許法による幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭もしくは特別支援学校教諭の１種教員免許状を有し６年以

上の常勤の教職経験を有する現職教員で確かな教育理論と優れた実践力・応用力を備えたスクールリーダー及び将来の指導

主事等として優れた指導理論と実践力・応用力を備えたスクールリーダーを目指している人 

③ 教育職員免許法による幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭もしくは特別支援学校教諭の 1 種教員免許状を有し３年以

上６年未満の常勤の教職経験を有する現職教員でスクールリーダーへの道を視野に地域や学校における教員として確かな教

育理論と優れた指導理論と実践力・応用力を備えた中堅教員を目指している人 

（注１）中学校及び高等学校の１種教員免許状を有する人、または指定期日までに取得見込みの人の受験資格については、

募集要項 28 頁の「５ 取得可能な教員免許状（専修免許状）」に掲載されている教科の１種免許状を有する人もしく

は取得見込みの人（高等学校「工業」単独を除く）に限定します。 

（注２）コースによって取得できる教員免許状（専修免許状）が異なります。詳細は、募集要項 28 頁の「５ 取得可能な教

員免許状（専修免許状）」をご覧ください。 

☆正規教員として採用される教職大学院修了生に対する奨学金返還免除について 
令和７年度から、正規教員として採用される教職大学院修了生を対象に日本学生支援機構の第一種奨学金（最高月額 88,000 円）

が返還免除されることになりました。教員を志望される方は、この制度も視野に入れ、教職大学院への進学をご検討ください。 

※進学・入学相談は、個別にもお受けいたしますので、お気軽にご連絡ください。 

日程と場所をご相談させていただきます。 

お問い合わせ先 宮崎大学教育学部 教務・学生支援係 TEL 0985-58-2890 


